
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期 美幌町自治推進委員会（第１回）議案 

                      と き  令和５年２月１４日(火) 

                                      午後６時３０分～ 

ところ  美幌町役場 ３階 議会第１・２委員会室 

   

･･････次  第･･････ 

     

１  開   会 

   ２  委員の委嘱 

   ３  町長挨拶 

   ４  会長・副会長の互選 

５   議   題 

（１）美幌町制施行１００周年記念実施事業について（資料１～資料３） 

 

 

 

(２)その他 

 

 

 

６   閉   会 

 



 

 

美幌町自治推進委員会について 
 
１ 委員会の設置目的及び役割 
   

(１) 設置目的 
     自治基本条例を実効性のあるものにしていくために、条例の運用状況等を町民側からの立場で見守り、

条例の適正な進行管理を図るため設置します。 
 

(２) 役割 
①自治基本条例に基づくまちづくりに関し、町長の諮問に応じて審議を行い答申します。 
②自治基本条例に基づく制度及び条例の運用状況等について、自ら審議を行い町長に提言をします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

美幌町自治推
進委員会  
( 美 幌町 自 治
基 本 条 例( 平
成 23 年美幌
町 条 例 第 8
号))  

・美幌町自治基本条例第 49
条第2項に基づく町長の諮
問事項の審議及び答申  
・美幌町自治基本条例第 49
条第3項各号に規定する事
項の審議及び提言  

10
人
以
内 

・自治について識見を有する者 
・町内に住所を有する者、町内
で働き又は学ぶ者及び事業活
動その他の活動を営む者のう
ち公募に応じた者  
・その他町長が適当と認める者 

2
年 

会長  
副会長 
委員  
※委員
の互選 

総
務
部 

 
 
 
 
 
 

《美幌町附属機関に関する条例抜粋》 

《美幌町自治基本条例抜粋》 

(美幌町自治推進委員会) 
第 49 条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として美幌町自

治推進委員会 (以下「推進委員会」といいます。)を設置します。  
2 推進委員会は、町長の諮問に応じて審議を行い答申するものとします。  
3 推進委員会は、前項に規定するもののほか、自ら次の事項を審議し、町長に提言す

ることができます。 
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項  
(2) この条例の見直しに関する事項  
(3) 美幌町の自治の推進に関する基本的な事項  

4 推進委員会は、委員 10 人以内をもって組織します。  
5 委員の任期は 2 年とし、2 回まで再任されることができます。 
6 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます。 



 

 

第６期美幌町自治推進委員会名簿       （令和５年２月１４日～令和７年２月１３日） 

№ 氏 名 区 分 推薦団体名 備考 

１ 西岡  巖 団体推薦 美幌町自治会連合会  

２ 横山 直樹 団体推薦 美幌商工会議所  

３ 田村 英樹 団体推薦 美幌商工会議所青年部  

４ 鹿野 博志 団体推薦 美幌町農業協同組合  

５ 志布 純子 団体推薦 美幌町男女共同参画プラン推進協議会  

６ 横関 恵子 団体推薦 美幌町ボランティア連絡協議会  

７ 加藤 春香 団体推薦 NPO 法人 美幌えくぼ福祉会  

８ 佐々木 洋太 団体推薦 美幌ローターアクトクラブ  

９ 熊﨑 崇朗 一般公募   

１０ 佐藤  潤 一般公募   

 

事務局 

№ 役 職 氏 名 

１ 総務部長 小室 保男 

２ 総務部政策課長 沖崎 寿和 

３ 
総務部政策課 

政策統計グループ主査 
辻   宏美 

４ 
総務部政策課 

政策統計グループ 
稲場 崇仁 

 


